
例２） 人間ドック（1泊2日）・がん検診・脳ドックの同時利用で、総費用が105,000円の場合

・契約医療機関の場合

個人負担金（窓口負担分）は35,000円です。

105,000円×0.7＝73,500 105,000円×0.7＝73,500

105,000円－70,000（限度額）＝35,000 補助金額70,000円（限度額）が支給されます。

・契約医療機関以外の場合

65,315円－45,720＝19,595

個人負担金（窓口負担分）は19,595円です。

65,315円×0.7＝45,720.5（1円未満切捨て）

補助金額45,720円が支給されます。

・契約医療機関以外の場合

被保険者（本人）及び被扶養者（不二サッシの保険証をお持ちのご家族）（１）

（２）

対象者

対象期間

補助金請求書」・領収書（原本）・健診結果コピー

受診から15日以内に、「人間ドック等申込書兼

年度内１回（4月1日～3月31日）

人間ドック受診費用の70％（一円未満切捨て）上限７万円

受診予定日の7日前までに

H29.5.8改訂

例１）

「人間ドック等申込書兼補助金請求書」を

事業所の健保担当者に提出

の3点を事業所の健保担当者に提出

人間ドック（1泊2日）を利用で、総費用が65,315円の場合

・契約医療機関の場合

健保組合にて補助の可否・支給額を決定

医療機関の窓口で個人負担金の支払い

65,315円×0.7＝45,720.5（1円未満切捨て）

人間ドックを受診

人間ドックの予約 人間ドックの予約・受診

人間ドックの費用全額を

医療機関の窓口で立替払い

健保組合の契約医療機関 健保組合の契約医療機関以外

ライブラリ又は健保組合ホームページ
でご確認ください。

補助金額（３）

健保組合より直接医療機関へ補助金の支払
給与と併せて支給

（4） 利用手順

どこで人間ドックを受けますか？ 

人間ドックについて 


